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春日市民図書館資料収集方針 

（令和３年４月１日改定） 

１ 目的 

春日市民図書館は、市民が読書を通じて豊かな生活を送り、自分や家族の生活や将来、ま 

た、これからの地域の在り方について、自ら判断し決定するために必要な情報や資料を提供

する、地域の情報拠点としての役割を担っている。 

この役割を果たすために、以下のような資料の収集に関する方針を定めるものである。 

 

２ 基本方針 

（1）市民の要求に基づき資料を収集する。 

図書館は、基本的人権の一つである「知る自由」を社会的に保障する機関である。

したがって、資料の収集は市民の資料要求に答えることを収集の大原則とする。ただ

し、一部の市民の要求ではなく、広範な市民の要求、将来的に予想される市民の要求

も十分に考慮して収集する。 

（2） 市民の教養、調査研究、レクリエーション等に資するための資料を体系的に収集す

る。図書、逐次刊行物、視聴覚資料、パンフレット等多様な形態の資料を収集する。 

（3） すべての分野において「今」を知るための新鮮な資料を豊富に収集する。特に各分

野の基本書は、最新の学問分野の動向や学説等を紹介した資料に留意する。 

（4） 子どもの知的好奇心を刺激し、社会的、科学的な思考力及び豊かな想像力を育む資

料を幅広く収集する。また、「春日市子ども読書活動推進計画」に基づき、学校や地域

の子ども読書活動を支援するために必要な資料を収集する。 

（5） 春日市に関する資料や、春日市で刊行された資料は、積極的に収集する。 

（6） 国立国会図書館、県立図書館、近隣市町村立図書館、類縁機関との連携、協力、役

割分担を進めながら資料の収集に努める。公共図書館として、この収集方針の範囲を

超えていると思われるような資料の請求を受けた場合は、この図書館の相互協力シス

テムで他館から借用して提供するよう努める。 

（7） 「収集方針」は公開し、広く市民の理解と協力を得て、市民の資料要求に応えられ

る蔵書を形成する。 

 

３ 資料収集の種類 

  収集する資料は、原則として次に掲げる種類のものとする。 

（1） 一般図書 

（2） 児童図書 

（3） ヤングアダルト図書 

（4） 地域資料 

（5） 逐次刊行物（新聞、雑誌 他） 

（6） 視聴覚資料 
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（7） 障がい者サービス用資料（大型活字本、録音ＣＤ 他） 

（8）電子書籍 

 

４ 資料収集についての留意点 

（1） 多様な対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収

集する。 

（2） 著者の思想的・宗教的・党派的立場に捕らわれて、その著作を排除することはしな

い。 

（3） 図書館員の個人的な関心や好みによって選択しない。 

（4） 個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾を恐れ

て自己規制したりはしない。 

（5） 寄贈資料の受入にあたっても同様である。 

 

以上のような基本方針で収集した資料がどのような思想や主張をもっていようとも、

それを図書館および図書館員が支持することを意味するものではない。資料の持つ思想

や主張は、読者である一人一人の市民の自由な思索と判断にゆだねられる。そのために

も、図書館では、多様な思想・主張が共存するように資料の収集が行われなければなら

ない。 

 

５ 資料選択の組織 

（1） 資料の選定は、利用者にカウンター等で接し、利用者ニーズを把握している図書館

員全員が当たる。収集する資料の選定調整は、「資料選定委員会」において、次に掲げ

る関係図書館員の合意により行う。 

（2） 「資料選定委員会」は、一般サービス、児童サービス等の各サービス担当者及び発

注担当者で構成する。 

（3） 資料選定についての最終責任は、館長にある。 

収集した資料の利用状況等について、図書館員全体によって検討し、資料選択に活か

して行く。 

 

６  蔵書の更新・除籍 

図書館は、常に新鮮で適切な資料構成を維持し、充実させるために資料の更新及び除

籍を行う。除籍は、除籍基準に基づき行う。 

（1） 利用頻度の落ちた資料、古くなり利用価値の乏しい資料は、随時閉架書庫に移す。 

（2） 将来の利用を予測し、不用と判断した資料は除籍する。 

（3） 長期にわたりよく利用される資料が、破損等のため利用に供しなくなった時は、同

一資料の買い換えなどの更新を行う。 

 


